
Ⅱ 地域ケア会議
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○ 地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、
地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。

○ 地域ケア会議については、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールであり、更に取組を進めるこ
とが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。
○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進
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ミクロとマクロをつなぐツールとしての地域ケア会議ミクロとマクロをつなぐツールとしての地域ケア会議ミクロとマクロをつなぐツールとしての地域ケア会議ミクロとマクロをつなぐツールとしての地域ケア会議
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地域ケア会議の運営において市町村に求められること地域ケア会議の運営において市町村に求められること地域ケア会議の運営において市町村に求められること地域ケア会議の運営において市町村に求められること
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地域地域地域地域ケア会議を運営する上で求められるコーディネート機能ケア会議を運営する上で求められるコーディネート機能ケア会議を運営する上で求められるコーディネート機能ケア会議を運営する上で求められるコーディネート機能
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